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は
じ
め
に

近
年
、
世
界
的
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
や
社
会
貢
献
型
投
資
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
す
で
に
本
誌
等

で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
各
種
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ァ
ン
ド
や
農
林
業
フ
ァ
ン
ド
な
ど
が
設
立
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

ま
た
、
内
閣

官
房
地
域
活
性
化
統
合
事
務
局
で
も
「
ふ
る
さ
と
投
資
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
推
進
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
投
資
を
支
援

す
る
試
み
が
進
め
ら
れ
た
（
２
）。

ま
た
、
米
国
で
は
、
ダ
ブ
ル
・
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
投
資
フ
ァ
ン
ド
（
３
）

が
設
立
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
よ
う
な
動

き
は
海
外
で
も
様
々
な
事
例
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
で
、
二
〇
一
二
年
八
月
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
が
全
米
初
と
さ
れ
る
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
を
起
債
し
話
題
を
呼
ん
だ
。
こ
こ
で
い
う
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
と
は
、
社
会
に
対
す
る
積
極
的
な

貢
献
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
は
、
刑
務
所
の
受
刑
者
に
更
正
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
施
し
、
そ
れ
に
よ
る
再
犯
率
低
下
を
社
会
的
リ
タ
ー
ン
と
し
て
評
価
し
、
資
金
提
供
者
に
還
元
す
る
と
い
う
ス
キ
ー
ム
で
あ
り
、

注
目
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
は
、
英
国
で
も
起
債
例
が
あ
り
、
そ
の
内
容
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
起
債
例
を
取
り
上
げ
、
そ
の
意
義
や
課
題
を
考
察
す
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
と
社
会
貢
献
型
投
資

松
尾
　
順
介



１
　
全
米
初
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債

二
〇
一
二
年
八
月
二
日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
・
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
ズ
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
お

よ
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
（
４
）

は
、
全
米
初
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
起
債
を
発
表
し
た
（
５
）。

こ
れ
ら
公
表
資
料
に
よ
る
と
、
こ

の
新
規
の
モ
デ
ル
は
、
予
防
的
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
民
間
資
金
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
支
出
を
削
減
す
る
上
で
重
要
な
意

義
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
だ
け
で
な
く
全
米
に
お
け
る
実
証
基
準
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
、
新
規

の
民
間
投
資
資
金
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
一
六
歳
か
ら
一
八
歳
の
青
年
で
入
獄
し
た
も
の
は
、
釈
放
後
再
犯
を
犯
し
て
再
入
獄
す
る
可
能
性
が
高
く
、
こ
こ
で
の
取

組
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ラ
イ
カ
ー
ズ
島
の
場
合
、
約
五
〇
％
が
一
年
以
内
に
再
入
獄
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
取
組
で
は
、
青
年

行
動
矯
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
（A

dolescent
B

ehavioral
Learning

E
xperience：

Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
）
を
導
入
す
る
。
こ
れ
は
、
若
年
層
対
策

（the
Y

oung
M

en's
Initiative

）
の
一
つ
と
し
て
州
の
更
生
担
当
部
門
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
証
基
準
の
施
策
導

入
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
カ
ー
ズ
島
に
お
け
る
青
年
の
再
犯
率
低
下
を
目
的
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
措
置
は
個
人
の
責
任
感
と
意
思

決
定
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
取
組
で
は
四
年
間
に
わ
た
り
毎
年
約
三
〇
〇
〇
名
の
青
年
が
Ａ
Ｂ

Ｌ
Ｅ
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
資
金
調
達
手
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
で
あ
り
、
そ
の
先
例
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
英
国
の
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
で
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ス
キ
ー
ム
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
納
税
者
の
直
接
的
な
コ
ス
ト
負
担
が
発
生
し
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
【
図
表

１
参
照
】。

①
　
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
が
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
、
九
六
〇
万
ド
ル
（
年
二
四
〇
万
ド
ル
×
四
年
）
を
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に

（21）



融
資
す
る
。

②
　
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
・
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
ズ

は
、
そ
の
融
資
の
一
部
を
保
証
す
る
た
め
七
二
〇
万

ド
ル
を
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
譲
与
（
寄
付
）
し
、
貸
し
手
の

リ
ス
ク
を
削
減
す
る
。

③
　
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
と
連
携
し
な
が

ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
日
常
の
取
組
を
監
督
し
、
業

務
遂
行
を
担
当
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
オ
ズ
ボ
ー
ン
・
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
運
営
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

民
間
投
資
家
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
い
て
も
責
任
を

負
っ
て
い
る
。

④
　
ベ
ラ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
ス

テ
ィ
ス
は
、
独
立
の
評
価
機
関
で
あ
り
、
目
標
と
す

る
再
犯
率
削
減
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断

す
る
。

⑤
　
州
の
更
生
担
当
部
門
は
、
再
犯
数
の
削
減
と
そ
れ

に
伴
う
コ
ス
ト
削
減
に
応
じ
て
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
へ
の
支
払

い
を
実
施
す
る
。

（22）

図表１　ソーシャルインパクト債のスキーム

ブルームバーグ・
フィランソロフィーズ

融資保証

ゴールドマン・
サックス
融資提供

寄付720万ドル

シニアローン
960万ドル

オズボーン・
アソシエーション
サービスの提供

ユース・オブ・
リッカーズ・アイランド

サービスの受容

NYCデパートメント・
オブ・コレクション

支出の削減

ベラ・インスティチュート・
オブ・ジャスティス
インパクトの評価

CBT取組

再犯の低下

MDRC
プログラム管理および

投資

初期投資960万ドル

支出削減による成功報酬
（0ドル～1,170万ドル）

＝資金の流れ
＝取組およびサービス

Bloomberg
Philanthropies

融資元本および金利
支払い
（720万ドル～1,170万ドル）

（出所）The City of New York, "Presenting: Bringing Social Impact Bonds to New York City"
http://hss.lnwlabs.org/sites/default/files/SIB%20Harvard%202012%20follow-up.pdf



こ
こ
で
、
興
味
深
い
の
は
、
も
し
成
果
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
当
局
は
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
対
す
る
支
払
い
を

求
め
ら
れ
な
い
た
め
、
投
資
リ
ス
ク
は
民
間
部
門
に
移
転
さ
れ
、
納
税
者
に
対
す
る
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
市
当
局
は
民
間
投
資
家
に
対
す
る
支
払
い
義
務
を
有
さ
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
の
支
払
い
義
務
は
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
み
に
帰
属

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
市
当
局
と
納
税
者
に
は
実
質
的
で
長
期
的
な
コ
ス
ト
削
減
が
も
た
ら
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
と
の
合
意
に
基
づ
き
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
は
、（
総
留
置
日
数
で
測
定
し
た
）

再
犯
率
が
一
〇
％
以
上
低
下
し
た
時
だ
け
元
金
の
返
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
一
一
％
を
上
回
っ
た
場
合
、
金
銭
的
収
益
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
収
益
は
標
準
的
な
地
域
開
発
貸
付
と
一
致
す
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
再
犯
率
の
低
下
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
市
の
財
政
負
担
抑
制
効
果
の
可
能

性
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
対
す
る
予
想
支
出
額
を
上
回
り
、
投
資
家
に
も
リ

タ
ー
ン
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
【
図
表
２
参
照
】。
な
お
、
取
組
終
了
時
点

で
保
証
基
金
（guarantee

fund

）
に
残
っ
た
資
金
は
、
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
委
託
さ
れ
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
の
将
来
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
投
資
に
役
立
て
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
、
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
・
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
ズ
、
Ｍ
Ｄ
Ｒ

Ｃ
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
が
共
同
で
行
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
資
料
か
ら
こ
の

ス
キ
ー
ム
を
概
観
す
る
（
６
）。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
上
記
四
者
の
動
機
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
市
は
、
逼
迫
し
た
財
政
状
況
の
下
で
新
規
の
手
法
を
導
入
し
な
が
ら
、
有
効
な
取
組
に
向

け
て
公
的
資
源
を
温
存
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
ブ
ル
ー
ム
バ
ー
グ
・
フ
ィ
ラ
ン
ソ

（23）

図表２

（出所）図表１に同じ。
≧ 8.5%

再犯率の削減
長期的な市の
財政削減額（$）

4,800,000≧1,000,000

MDRCへの市からの
支出（$）

≧20.0% 20,500,000 11,712,000
≧16.0% 11,700,000 10,944,000
≧13.0% 7,200,000 10,368,000
≧12.5% 6,400,000 10,272,000
≧12.0% 5,600,000 10,176,000
≧11.0% 1,700,000 10,080,000
≧10.0% ≧1,000,000 9,600,000



ロ
フ
ィ
ー
ズ
は
、
立
証
済
み
も
し
く
は
将
来
的
に
有
益
な
ア
イ
デ
ア
を
都
市
で
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
は

仲
介
者
な
い
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
上
の
役
割
を
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
は
、
現
在
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
問
題
に
対
し
て
資
金
的
な
解
決
策
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
投
資
家
へ
の
支
払
い
条
件
は
、
図
表
２
の
通
り
で
あ
る
。
再
犯
率
の
低
下
に
よ
っ
て
、
長
期
的
な
市
の
財
政
削
減
効
果
が

生
じ
る
た
め
、
そ
の
約
半
分
程
度
を
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
。

２
　
英
国
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債

関
係
機
関
の
公
表
資
料
（
７
）

に
よ
る
と
、
世
界
初
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
発
行
事
例
と
さ
れ
る
の
は
、
英
国
法
務
省
が
二
〇

一
〇
年
三
月
に
契
約
書
に
調
印
し
、
同
年
九
月
に
起
債
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と

い
う
機
関
が
一
七
の
社
会
投
資
家
か
ら
総
額
約
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
投
資
資
金
を
調
達
し
た
。
こ
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ

刑
務
所
服
役
中
の
短
期
成
年
受
刑
者
（
一
二
か
月
以
下
）
向
け
の
取
組
に
利
用
さ
れ
る
。
な
お
、
現
状
で
は
、
六
〇
％
の
短
期
受
刑

者
は
釈
放
後
一
年
以
下
に
再
犯
を
犯
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
受
刑
者
の
多
く
は
、
釈
放
後
、
保
護
監
察
局
に
よ
る
法
定
監
査
が
受
け
ら

れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
・
ト
ラ
ス
ト
お
よ
び
オ
ー
ミ
ス
ト
ン
・
チ
ル
ド
レ
ン
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ト

ラ
ス
ト
は
、
服
役
中
か
ら
釈
放
後
に
わ
た
っ
て
、
受
刑
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
、
手
厚
い
支
援
を
提
供
し
、
彼
ら
の
社
会
復
帰
を
援

助
す
る
。
法
務
省
と
ビ
ッ
グ
・
ロ
ー
タ
リ
ー
・
フ
ァ
ン
ド
は
、
全
英
の
短
期
受
刑
者
グ
ル
ー
プ
の
実
績
値
と
比
較
し
て
、
再
犯
事
例

が
七
・
五
％
削
減
さ
れ
れ
ば
、
投
資
家
に
支
払
い
を
実
施
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
家
は
、
釈
放
後
の
再
犯
率
が
七
・
五
％
低
下

す
れ
ば
リ
タ
ー
ン
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
七
・
五
％
を
上
回
っ
て
低
下
し
た
場
合
、
よ
り
大
き
な
リ
タ
ー
ン
を
得
る
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
上
限
の
利
回
り
は
八
年
満
期
で
年
率
一
三
％
で
あ
る
。
例
え
ば
、
再
犯
率
が
一
〇
％
低
下
し
た
場
合
、
年
率

（24）



七
・
五
％
の
リ
タ
ー
ン
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
（
８
）【

図
表
３
参
照
】。

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
最
初
の
事
例
が
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
受
刑
者
を
対
象
と
し
た
理
由
は
、
同
刑
務
所
が
短
期

受
刑
者
を
収
容
し
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
釈
放
後
当
該
地
域
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
刑
務
所
を
含
む
、
地
元
関
係
者
は
、
こ
の

ス
キ
ー
ム
に
完
全
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
お
り
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
が
成
功
す
る
よ
う
協
同
し
て
い
る
。
ま
た
、
短
期
受
刑
者
だ
け
を
対
象

（25）

図
表
３
　
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
ス
キ
ー
ム

投
資
家

受
入
刑
務
所

再
犯
の
低
下

刑
期
12か

月
未
満
の
3,000名

の
男
性
受
刑
者

法
務
省

ビ
ッ
グ
・
ロ
ー
タ
リ
ー
・

フ
ァ
ン
ド

再
犯
の
低
下
に

よ
る
支
出
削
減

に
応
じ
た
支
払

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
よ
る
助
言
）

6年
間
均
等
に
500万

ド
ル
の
支
払
い

ワ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
継
続
的
な
資
金
提
供

セ
ン
ト
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
・
ト
ラ
ス
ト

刑
務
所
内
お
よ
び
釈
放
後

の
支
援

オ
ー
ミ
ス
ト
ン
・
ト
ラ
ス
ト

服
役
中
お
よ
び
釈
放
後

の
受
刑
者
の
家
族
へ
の

支
援

そ
の
他
取
組

追
加
的
な
取
組
に
対
す
る
資
金

提
供
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
検
討
さ
れ
る
。

Y
M
C
A

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー

ス
の
提
供

ワ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

（
出
所
）

Social F
inance, one service and Lottery funds, "Peterborough Social Im

pact B
ond"

http://w
w

w
.socialfinance.org.uk/sites/default/files/SF

_Peterborough_SIB
.pdf#

search=
'Peterborough+

Social+
Im

pact+
B

ond



と
し
た
の
は
、
現
状
で
は
彼
ら
は
釈
放
後
、
更
生
サ
ー
ビ
ス
局
（Probation

Services

）
か
ら
の
法
定
支
援
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ら
れ

な
い
か
、
あ
る
い
は
全
く
受
け
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
の
再
犯
率
は
特
に
高
く
、
釈
放
後
一
年
以
内
に
六
〇
％
以
上
が
再
犯
を

犯
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
支
援
主
体
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、
同
機
関
が
外
部
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
を
雇
い
実
施
計
画
を
開
発
し
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
取
組
で
は
、
当
該
地
域
内
外
で
業
務
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
に
対
す
る
リ
サ
ー
チ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
取
組
の
効
率
性
や
地
域
の
必
要
性
に
関
す
る
理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
、

追
加
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
他
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
も
参
加
の
機
会
が
あ
る
。
こ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
全
男
性
短
期
受
刑
者
が
対
象
で
あ
る
が
、
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
結
果
の
測
定
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
対
象
者
だ
け
で
な
く
、
釈
放
後
の
全
受
刑
者
に
対
し
て
測
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
刑
者
は
、
お
の
ず
と
自
身
の

必
要
に
合
致
し
た
モ
デ
ル
へ
の
改
革
作
業
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
受
刑
者
の
再
犯
率
が
低
い
場
合
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
は
法
務
省
と
広
範
な
地
域
社
会
に
利
益

を
も
た
ら
し
、
そ
の
利
益
は
犯
罪
者
に
対
し
て
明
ら
か
な
成
果
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
の
減
少
と
い
う
面
で
地
域
社
会
に
と
っ

て
も
成
果
と
な
る
。
さ
ら
に
、
論
理
的
に
は
、
政
府
に
と
っ
て
も
、
政
策
コ
ス
ト
、
裁
判
費
用
、
刑
務
所
維
持
管
理
な
ど
の
費
用
削

減
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
独
立
評
価
委
員
が
再
犯
率
の
低
下
を
一
〇
％
と
測
定
し
た
場
合
、
法
務
省
お
よ
び
ビ
ッ
グ
・
ロ

ー
タ
リ
ー
・
フ
ァ
ン
ド
は
、
そ
の
成
果
に
対
し
て
投
資
家
に
リ
タ
ー
ン
を
支
払
う
。
法
務
省
に
と
っ
て
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ

ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
目
的
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
取
組
結
果
に
よ
る
支
払
い
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
検
証
し
、
今
後
の
Ｐ
Ｂ
Ｒ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
計
す
る
た
め
の
教
訓
を
得
る

こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
法
務
省
は
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
加
え
て
、
社
会
奉
仕
命
令
を
受
け

た
有
罪
者
お
よ
び
短
期
受
刑
者
の
更
正
の
た
め
の
全
国
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
試
験
的
に
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（26）



②
　
短
期
受
刑
者
の
再
犯
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

３
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
成
果
測
定

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
測
定
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ピ
ー

タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
場
合
、
法
務
省
はQ

inetiQ

お
よ
び
レ
ス
タ
ー
大
学
に
独
立
の
外
部
評
価
を
依
頼

し
、
デ
ー
タ
分
析
に
よ
っ
て
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
服
役
後
に
措
置
を
受
け
た
犯
罪
者
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
資
金
に
よ

る
措
置
を
受
け
な
か
っ
た
同
種
の
犯
罪
者
に
比
し
て
、
再
犯
率
が
低
い
か
ど
う
か
を
測
定
す
る
（
９
）。

こ
の
手
法
に
お
い
て
、
有
形
の
イ

ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
制
約
条
件
は
以
下
で
あ
る
。

①
　
サ
ン
プ
ル
群
（cohort

）
は
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
釈
放
後
二
四
か
月
以
上
を
経
過
し
た
受
刑
者
（
ま
た
は
一
〇
〇
〇
名
ま
で

の
受
刑
者
）
で
構
成
さ
れ
る
。

②
　
受
刑
者
は
男
性
で
、
受
刑
時
点
で
一
八
歳
以
上
、
刑
期
一
二
か
月
以
下
で
釈
放
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

③
　
比
較
対
象
グ
ル
ー
プ
を
確
定
す
る
た
め
に
、
傾
向
ス
コ
ア
マ
ッ
チ
ン
グ
法
（Propensity

Score
M

atching,PSM

）
を
利
用

す
る
。

④
　
デ
ー
タ
と
し
て
は
、
全
英
警
察
デ
ー
タ
（Police

N
ational

C
om

puter：

Ｐ
Ｎ
Ｃ
）
お
よ
び
当
該
刑
務
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（Local
Inm

ate
D

atabase
System

：

Ｌ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）
か
ら
抽
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
独
立
評
価
委
員
が
利
用
し
、
上
記
の
Ｐ
Ｓ
Ｍ
分

析
を
行
う
。

⑤
　
サ
ン
プ
ル
群
の
各
受
刑
者
は
比
較
対
象
群
の
受
刑
者
一
〇
名
と
マ
ッ
チ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、
Ｐ
Ｓ
Ｍ
分
析
が
統
計
的
に
有
効
で
あ
る
と
と
も
に
、
成
果
支
払
を
生
み
出
す
た
め
の
サ
ン
プ
ル
群
に
対
し
て
も
利
用
可

（27）



能
で
あ
る
と
い
う
確
証
を
得
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
障
壁
が
存
在
す

る
。

①
　
分
析
に
含
ま
れ
る
変
数
　
独
立
評
価
委
員
は
Ｐ
Ｎ
Ｃ
に
記
録
さ
れ
た
変
数
に
制
約
さ
れ

る
。

②
　
サ
ン
プ
ル
群
の
デ
ー
タ
統
合
　
歪
ん
だ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
混
入
し
な
い
よ
う
、
成
果
支

払
型
手
法
は
対
象
グ
ル
ー
プ
の
全
個
人
を
基
本
に
し
て
い
る
。
対
象
者
の
中
に
は
Ｐ
Ｎ
Ｃ
や

Ｌ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
重
要
デ
ー
タ
を
欠
く
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
デ
ー
タ
は
Ｐ
Ｓ
Ｍ
分
析

の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
除
外
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
と
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
は
、
欠
如
し
た
デ
ー
タ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
よ
う
、
第

一
群
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
。

③
　
マ
ッ
チ
ン
グ
の
基
準
　
過
去
の
デ
ー
タ
の
検
出
力
計
算
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
正
担

当
部
門
お
よ
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
対
象
と
な
る
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
受
刑
者
群

一
〇
〇
〇
名
と
比
較
対
象
群
九
〇
〇
〇
名
と
い
う
条
件
下
で
、
再
犯
率
一
〇
％
削
減
が
満
足

に
足
る
数
値
だ
と
い
う
点
で
合
意
し
て
い
る
。

な
お
、
独
立
評
価
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
制
約
条
件
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
理
解
の
も
と
に
、

自
ら
が
開
発
し
た
Ｐ
Ｓ
Ｍ
分
析
の
改
善
を
続
け
て
い
る
。
Ｐ
Ｓ
Ｍ
分
析
は
、
下
記
の
流
れ
で
行

わ
れ
る
。

（28）

図表４　PSM分析の流れ

データ抽出

データベース

PNC

刑務所内の
情報

データの
質的評価 データ限定 データ・

クリーニング PSMモデル データ・
マッチング

比較
グループ

（出所）Ministry of Justice, "Peterborough Social Impact Bond: an independent assessment", May
2012, p.9
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217392/
peterborough-social-impact-bond-assessment.pdf



４
　
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
へ
の
投
資

有
名
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
は
、
英
国
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
つ
い
て
、
詳
細
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
（
10
）。

こ
の
調
査
は
、
関
係
諸
機
関
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー

シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
場
合
、
投
資
家
の
大
半
は
、
慈
善
団
体
ま
た
は
財
団
で
あ
り
、
今
後
は
民
間
の
個
人
、
銀
行
、
金
融
機
関
、

年
金
基
金
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
フ
ァ
ン
ド
、
な
ど
へ
と
投
資
家
層
が
拡
大
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
慈
善
団
体
や
財
団
に
は
強
い
投

資
意
欲
が
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
関
心
を
示
し
た
投
資
家
の
ほ

ぼ
す
べ
て
は
、
投
資
を
継
続
し
て
い
る
。
逆
に
、
投
資
し
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
投
資
家
に
は
、
刑
事
案
件
が
通
常
の
投
資
分
野
で

は
な
い
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
場
合
や
、
投
資
家
が
英
国
外
の
非
慈
善
団
体
で
あ
り
、
法
的
に
煩
瑣
な
事
態
に
な
る
こ
と
を
避

け
る
た
め
に
投
資
し
な
か
っ
た
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
場
合
、（
金
額
ベ

ー
ス
で
）
投
資
の
半
分
以
上
ま
た
投
資
家
の
半
数
以
上
は
、
そ
の
資
金
を
使
っ
て
、
初
め
て
英
国
の
刑
事
案
件
に
投
資
を
し
た
と
い

う
。
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
の
調
査
で
も
、
同
じ
結
果
で
あ
っ
た
。
調
査
し
た
投
資
家
の
中
に
は
、
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
・
ト
ラ
ス
ト
に
出
資

し
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
出
資
は
同
ト
ラ
ス
ト
へ
の
寄
付
で
あ
っ
た
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
投
資
家
の
投
資
行
動
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
は
全
く
な
い
し
ほ
と
ん
ど
リ
タ
ー
ン
を
期
待
し
な
い
贈

与
な
い
し
寄
付
も
あ
れ
ば
、
逆
に
投
資
リ
タ
ー
ン
を
期
待
す
る
、
純
粋
に
商
業
ベ
ー
ス
の
投
資
も
あ
る
。
社
会
的
投
資
は
、
た
と
え

小
さ
く
て
も
金
銭
的
リ
タ
ー
ン
を
期
待
す
る
点
で
、
寄
付
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
投
資
家
の
大
部
分
は
慈
善
団
体
や
財
団
で
あ

る
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
お
よ
び
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
が
調
査
し
た
投
資
家
三
社
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
投
資
家
で
あ
り
、
相
異

な
る
投
資
チ
ャ
ネ
ル
で
投
資
を
行
っ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
投
資
家
は
寄
付
を
行
い
、
別
の
投
資
家
は
預
託
財

産
（
通
常
、
こ
の
資
金
は
リ
タ
ー
ン
を
達
成
す
る
た
め
に
投
資
さ
れ
、
そ
の
リ
タ
ー
ン
が
寄
付
金
の
財
源
と
な
る
）
か
ら
出
資
を
行

（29）



っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
家
の
間
に
は
、
寄
付
よ
り
も
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
連
し
た
投
資
を
行
う
意
欲
が
あ
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
構
想
の
早
期
の
段
階
で
、
更
正
担
当
部
門
と
交
渉
し
て
い
る
最

中
に
、
投
資
家
と
接
触
し
、
資
金
調
達
の
可
能
性
を
調
査
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
し
て
は
、
更
正

担
当
部
門
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
を
導
入
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
場
合
、
十
分
な
資
金
を
調
達
す
る
確
証
が
必
要
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
説
明
で
は
、
ま
ず
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
主
要
な
財
団
か
ら
の
出
資
を
確
保
し
、
そ
の
財
団
が
刑
事
事
案

へ
の
投
資
関
心
を
持
つ
出
資
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
お
り
、
他
の
財
団
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
紹
介
す
る
と
と

も
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
構
想
に
つ
い
て
も
情
報
提
供
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
起
業
家
の
コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
で
初
め

て
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
つ
い
て
知
っ
た
投
資
家
も
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
大
規
模
な
財
団
の
申
し
出
は
、
他
の
投
資
家

が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
を
実
施
す
る
に
十
分
な
出
資
を
行
う
一
方
、
他
の
財
団
が
先
行
し
た
場
合
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
投
資
家
層
を
拡
大
す
る
た
め
に
投
資
額
の
削
減
に
同
意
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
投
資
家
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
の
間
に
は
、
従
来
か
ら
の
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
、
ト
ラ
ッ
ク
レ
コ
ー
ド
、
お
よ
び
信
頼
の
上
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
資
金
調
達
は
成
り
立
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
の
調
査
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
へ
の
投
資
決
定
に
は
下
記
の
理
由
が
あ
っ
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
　
成
果
支
払
型
の
金
融
商
品
な
い
し
ア
セ
ッ
ト
ク
ラ
ス
と
し
て
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
発
展
を
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
い

う
要
求
。
投
資
家
は
刑
事
事
案
を
改
善
す
る
た
め
の
潜
在
能
力
と
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
を
他
の
分
野
に
適
用
し
、
公
衆
や
社
会
に
対
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し
て
利
益
を
与
え
る
と
い
う
点
に
引
き
付
け
ら
れ
る
。

②
　
よ
り
倫
理
的
か
つ
自
身
の
使
命
に
適
合
し
た
方
法
で
資
金
を
投
資
し
た
い
と
い
う
、
慈
善
団
体
の
要
求
。

③
　
受
刑
者
の
成
果
の
向
上
の
た
め
に
刑
事
事
案
の
更
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
資
金
提
供
す
る
、
一
定
の
（
す
べ
て
で
は
な
い
）
投
資
家

の
関
心
。
こ
の
よ
う
な
投
資
家
は
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
組
織
（
セ
ン
ト
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
・
ト
ラ
ス
ト
）
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
の
ス
タ
ッ
フ
を
信
頼
し
て
い
る
。

④
　
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
事
前
に
資
金
供
与
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
魅
力
的
で
あ
る
。

⑤
　
投
資
に
対
し
て
リ
タ
ー
ン
を
受
け
取
る
よ
い
機
会
が
あ
る
と
い
う
投
資
家
の
評
価
。

た
だ
し
、
今
後
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
な
い
し
成
果
支
払
型
モ
デ
ル
へ
の
投
資
を
安
定
的
に
確
保
す
る
上
で
、
い
く
つ
か
の

課
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
　
新
規
の
ア
セ
ッ
ト
ク
ラ
ス
に
関
す
る
情
報
蓄
積
。
特
に
ト
ラ
ッ
ク
レ
コ
ー
ド
が
な
い
が
、
今
後
成
果
が
入
手
可
能
に
な
り
、
投

資
家
と
市
場
の
満
足
が
得
ら
れ
れ
ば
、
資
金
コ
ス
ト
の
低
下
が
期
待
さ
れ
る
。

②
　
社
会
的
リ
タ
ー
ン
の
測
定
と
リ
ス
ク
評
価
。
社
会
的
投
資
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
新
規
な
も
の
で
は
な
い
が
、
投
資
家
や
市
場
に

と
っ
て
、
成
果
の
リ
ス
ク
を
扱
う
能
力
は
未
開
発
で
あ
る
。
従
来
の
金
融
市
場
は
社
会
的
価
値
の
創
造
を
価
格
評
価
し
な
い
の
で
、

社
会
的
投
資
市
場
の
育
成
を
支
援
す
る
た
め
の
測
定
方
法
（m

etrics

）
が
欠
如
し
て
い
る
。

③
　
社
会
的
投
資
に
お
け
る
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
欠
如
。

④
　
金
融
的
な
リ
タ
ー
ン
を
最
大
化
す
る
た
め
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
の
義
務
。
あ
る
投
資
家
は
社
会
的
投
資
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
慈
善

団
体
の
ト
ラ
ス
テ
ィ
と
し
て
、
投
資
リ
タ
ー
ン
を
最
大
化
す
る
と
い
う
受
託
者
責
任
に
反
す
る
と
報
告
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ

の
よ
う
な
考
え
は
、
慈
善
投
資
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
明
確
な
説
明
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
最
近
で
は
、
チ
ャ
リ
テ
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ィ
・
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
改
訂
に
つ
い
て
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
て
い

る
。
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
が
調
査
し
た
財
団
は
、
自
ら
こ
の
分
野
の
投
資
に
関
す
る
専
門
知
識
を
蓄
積
す
る
場
合
や
、
こ
の
分
野
の
専
門
知

識
を
蓄
積
し
て
い
る
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
活
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

⑤
　
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
適
合
し
た
投
資
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
投
資
に
対
す
る
税
制
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
。
そ
の
資
金
を
投
資
し

よ
う
と
す
る
慈
善
団
体
に
と
っ
て
、
税
制
上
の
規
則
が
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑥
　
市
場
発
展
に
関
す
る
政
府
の
役
割
。
税
制
上
の
規
則
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
提
供
な
ど
。

５
　
今
後
の
課
題

Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
の
リ
サ
ー
チ
の
結
論
で
は
、
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
刑
務
所
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
事
例
か
ら
下
記
の
教
訓
を
引
き
出

し
て
い
る
。

ま
ず
、
法
務
省
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
モ
デ
ル
の
実
施
を
可
能
に
す
る
た
め
の
革
新
的
な
役
割
を
短
期
間
の
間
に
果
た
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
特
に
、
分
析
的
な
サ
ポ
ー
ト
と
創
造
的
な
思
考
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

次
に
、
仲
介
機
関
の
特
質
と
ス
キ
ル
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
相
異
な
る
利
害
関
係
者
と
関
わ
り
合
い
、
交
渉
す
る
能
力
が
不
可

欠
で
あ
る
。
仲
介
機
関
の
ス
キ
ル
と
し
て
は
、
交
渉
能
力
、
金
融
知
識
（
金
融
商
品
販
売
）、
関
連
政
策
分
野
で
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
な

対
応
、
よ
り
柔
軟
な
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
キ
ル
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。

第
三
に
、
契
約
面
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
の
標
準
契
約
書
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
簡
便
に
契
約
書
作

成
や
調
印
が
可
能
と
な
る
。

第
四
に
、
投
資
家
に
関
し
て
は
、
ま
ず
投
資
家
の
使
命
や
動
機
に
適
合
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
投
資
家
の
関
心
や
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動
機
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
、
投
資
家
の
税
制
面
で
の
障
害
や
受
託
者
責
任
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
よ
り

広
範
な
投
資
市
場
を
検
証
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

第
五
に
、
成
果
の
測
定
に
関
し
て
は
、
①
測
定
と
測
定
方
法
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
、
②
よ
り
広
範
な
展
開
に
伴
う
寄
与
の
問
題
が
あ

る
。第

六
に
、
成
果
の
支
払
い
に
関
し
て
は
、
次
の
課
題
が
あ
る
。
①
政
府
部
門
間
の
成
果
に
対
し
て
ど
の
部
局
が
支
払
う
か
の
調
整

問
題
、
②
投
資
リ
タ
ー
ン
支
払
ま
で
の
時
間
の
問
題
で
あ
る
。

第
七
に
、
取
組
そ
の
も
の
に
関
し
て
、
取
組
は
地
域
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
様
々
な
法
定
な
い
し
法
定
外
の
組
織
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
、
そ
の
他
の
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
い
段
階
か
ら
地
元
機
関

と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
、
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

ま
と
め

本
稿
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
つ
い
て
、
米
英
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
概
観
し
た
。

ま
ず
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
に
関
し
て
、
最
も
興
味
深
い
点
は
、
社
会
貢
献
を
計
量
化
し
、
そ
の
金
銭
的
価
値
を
リ
タ
ー

ン
と
し
て
投
資
家
に
還
元
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
基
本
的
に
前
回
の
レ
ポ
ー
ト
で
紹
介
し
た
Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
の
考
え

方
（
11
）

と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
精
緻
な
統
計
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
今
後
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ

や
Ｓ
Ｒ
Ｉ
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
手
法
が
導
入
さ
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
従
来
の
発
想
で
は
、
投
資
の
リ
タ
ー
ン
は
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
付
加
価
値
の
分
配
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ

こ
で
紹
介
し
た
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
は
、
新
し
く
生
み
出
さ
れ
た
付
加
価
値
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
的
マ
イ
ナ
ス
要
因
の
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削
減
効
果
を
リ
タ
ー
ン
の
源
泉
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
投
資
に
対
す
る
発
想
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
今
回
紹
介
し
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
イ
ン
パ
ク
ト
債
は
、
受
刑
者
の
再
犯
率
低
下
を
目
的
と
し
た
ス
キ
ー
ム
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
発
想
を
応
用
す
れ
ば
様
々
な
ス
キ
ー
ム
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
高
齢
者
の
医
療
費
削
減
な
ど
に
も
応
用
で
き
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
社
会
が
高
齢
化
・
成
熟
化
す
る
中
で
、
様
々
な
社
会
的
マ
イ
ナ
ス
要
因
が
累
積
し
て
お
り
、
そ
れ

を
除
去
・
改
善
す
る
施
策
立
案
に
、
金
融
ス
キ
ー
ム
が
貢
献
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
今
後
日
本
で
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
が
導
入
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
は
、
以
下
の
点
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
だ
ろ

う
。

①
　
社
会
的
リ
タ
ー
ン
を
測
定
す
る
た
め
の
手
法
の
確
立
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
紹
介
し
た
欧
米
で
開
発
さ
れ
た
統
計
的

な
手
法
が
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
手
法
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
策
的
な
支
援
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
測
定
に
関
す
る
コ
ス
ト
負
担
に
つ
い
て
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。

②
　
資
金
調
達
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
作
り
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
ス
キ
ー
ム
で
は
、
米
国
の
場
合
、
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
・
サ
ッ
ク
ス
、
英
国
の

場
合
、
慈
善
団
体
や
年
金
な
ど
が
投
資
を
行
っ
た
が
、
日
本
の
場
合
、「
ふ
る
さ
と
投
資
」
の
よ
う
な
個
人
か
ら
の
小
規
模
投
資

の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
が
課
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
、

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
小
規
模
な
資
金
を
多
数
の
投
資
家
か
ら
集
め
る
手
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

③
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
取
組
。
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
ス
キ
ー
ム
の
立
案
や
実
施
に
際
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
欧
米
に
比
し
て
、
専
門
性
や
政
策
立
案
能
力
な
ど
の
面
で
、
十
分
な

力
量
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
点
も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

④
　
税
制
面
の
支
援
。
本
稿
の
事
例
で
も
税
制
面
の
支
援
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
は
日
本
の
場
合
に
お
い
て
も
課
題
と
な
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る
だ
ろ
う
。

注（
１
）

拙
稿
「
風
力
・
太
陽
光
発
電
フ
ァ
ン
ド
の
展
開
〜
市
民
出
資
型
フ
ァ
ン
ド
を
中
心
に
〜
」、『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・

大
阪
研
究
所
）、
Ｎ
ｏ．

一
六
六
一
、
二
〇
一
〇
年
八
月
、
二
五
〜
三
九
頁
、
同
「
農
林
業
再
生
と
金
融
機
関
・
投
資
フ
ァ
ン
ド
」、『
証
研

レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
大
阪
研
究
所
）、
Ｎ
ｏ．

一
六
六
三
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
、
三
〇
〜
四
六
頁
、
同
「
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
現
状
」、『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
大
阪
研
究
所
）、
Ｎ
ｏ．

一
六
六
七
、
二
〇
一
一
年
八

月
、
一
九
〜
三
三
頁
、「
フ
ァ
ン
ド
ス
キ
ー
ム
の
様
々
な
取
り
組
み
―
地
域
・
環
境
再
生
と
の
関
連
を
中
心
に
―
」、『
桃
山
学
院
大
学
総
合

研
究
所
紀
要
』
第
三
六
巻
第
三
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
九
一
〜
一
一
〇
頁
、
同
「
大
手
証
券
グ
ル
ー
プ
の
フ
ァ
ン
ド
業
務
お
よ
び
各
種

の
ブ
テ
ィ
ッ
ク
型
フ
ァ
ン
ド
―
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
・
農
林
業
関
連
を
中
心
と
し
て
―
」（
証
券
経
営
研
究
会
編
『
金
融
規
制
の
動
向

と
証
券
業
』
日
本
証
券
経
済
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
六
月
、
第
九
章
、
所
収
）、
二
二
七
〜
二
五
七
頁
、
な
ど
を
参
照
。

（
２
）

ふ
る
さ
と
投
資
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
推
進
協
議
会
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
共
著
と
し
て
、
赤
井
厚
雄
、
小
松
真
実
、
松
尾
順
介
『
ふ
る
さ
と
投
資

の
す
べ
て
』
き
ん
ざ
い
、
二
〇
一
三
年
五
月
、
が
あ
る
。

（
３
）

拙
稿
「
日
米
の
ダ
ブ
ル
・
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
投
資
フ
ァ
ン
ド
」（
上
）（
下
）『
証
券
経
済
研
究
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
）、
第
七
八
号
お
よ

び
第
七
九
号
、
二
〇
一
二
年
六
月
お
よ
び
九
月
、
一
九
〜
二
八
頁
お
よ
び
五
五
〜
七
七
頁
、
参
照
。

（
４
）

同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
一
九
七
四
年
に
フ
ォ
ー
ド
財
団
と
連
邦
諸
機
関
に
よ
っ
て
、M

anpow
er

D
em

onstration
R

esearch
C

orporation

と
し

て
設
立
さ
れ
た
、
非
営
利
か
つ
無
党
派
の
教
育
お
よ
び
社
会
政
策
調
査
機
関
で
あ
り
、
貧
困
層
対
策
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
政
策
改
善
す
る
た

め
の
施
策
を
専
ら
研
究
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
は
低
所
得
層
に
焦
点
を
当
て
た
政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
や
評
価
を
行
っ
て
い

る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
事
長
は
、
経
済
学
者
の
ロ
バ
ー
ト
・
ソ
ロ
ー
で
あ
る
。
同
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
Ｈ
Ｐ
参
照
、http://w

w
w

.
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（
５
）

こ
れ
ら
四
者
に
よ
る
共
同
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
は
、"F

A
C

T
SH

E
E

T
:T

he
N

Y
C

A
B

LE
Project

for
Incarcerated

Y
outh",http://

w
w

w
.nyc.gov/htm

l/om
/pdf/2012/sib_fact_sheet.pdf

、
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
よ
る
公
表
資
料
と
し
て
は
、"B

ringing

Social
Im

pact
B

onds
to

N
ew

Y
ork

C
ity"

、http://w
w

w
.nyc.gov/htm

l/om
/pdf/2012/sib_m

edia_presentation_080212.

pdf#
search=

'B
ringing+

Social+
Im

pact+
B

onds+
to+

N
ew

+
Y

ork+
C

ity'

、"Presenting:B
ringing

SocialIm
pact

B
onds

to

N
ew

Y
ork

C
ity"

http://hss.lnw
labs.org/sites/default/files/SIB

%
20H

arvard%
202012%

20follow
-up.pdf

、
お
よ
びM

A
Y

O
R

B
LO

O
M

B
E

R
G

,

D
E

P
U

T
Y

M
A

Y
O

R
G

IB
B

S
A

N
D

C
O

R
R

E
C

T
IO

N
S

C
O

M
M

ISSIO
N

E
R

SC
H

R
IR

O
A

N
N

O
O

U
N

C
E

N
A

T
IO

N
'S

F
IR

ST

SO
C

IA
L

IM
PA

C
T

B
O

N
D

PR
O

G
R

A
M

"

http://w
w

w
.nyc.gov/htm

l/acs/dow
nloads/pdf/C

lose_to_H
om

e_PR
.pdf

（
６
）

前
掲
注
（
５
）、
参
照
。

（
７
）

SocialF
inance,one

service
and

Lottery
funds,"Peterborough

SocialIm
pactB

ond"

http://w
w

w
.socialfinance.org.uk/sites/default/files/SF

_Peterborough_SIB
.pdf#

search=
'Peterborough+

Social+
Im

pact+

B
ond

（
８
）

M
inistry

of
Justice,"Lessons

learned
from

the
planning

and
early

im
plem

entation
of

the
SocialIm

pact
B

ond
at

H
M

P

Peterborough",M
ay

2011,P.3

https://w
w

w
.gov.uk/governm

ent/uploads/system
/uploads/attachm

ent_data/file/217375/social-im
pact-bond-hm

p-

peterborough.pdf#
search=

'Lessons+
learned+

from
+

the+
planning+

and+
early+

im
plem

entation+
of+

the+
Social+

Im
pact
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+
B

ond+
at+

H
M

P+
Peterborough'

（
９
）

M
inistry

ofJustice,"Peterborough
SocialIm

pactB
ond:an

independentassessm
ent",M

ay
2012,p.1

https://w
w

w
.gov.uk/governm

ent/uploads/system
/uploads/attachm

ent_data/file/217392/peterborough-social-im
pact-

bond-assessm
ent.pdf

本
節
に
お
け
る
Ｐ
Ｓ
Ｍ
手
法
の
説
明
は
、
本
文
献
に
よ
る
。

（
10
）

R
A

N
D

E
U

R
O

PE
,"Lessons

learned
from

the
planning

and
early

im
plem

entation
of

the
Social

Im
pact

B
ond

at
H

M
P

Peterborough"2011.

http://w
w

w
.rand.org/pubs/technical_reports/T

R
1166.htm

l

本
節
に
お
け
る
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ
の
調
査
結
果
は
、
本
文
献
に
よ
る
。

（
11
）

拙
稿
「
社
会
的
責
任
投
資
と
そ
の
評
価
手
法
」、『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』（
日
本
証
券
経
済
研
究
所
・
大
阪
研
究
所
）、
Ｎ
ｏ．

一
六
七
七
、
二

〇
一
三
年
四
月
、
一
三
〜
二
九
頁
、
参
照
。

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）
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